令和８年度　事業概要別紙１　


１　事業名
・台東区低所得世帯エアコン購入費助成事業 
・台東区生活保護受給世帯エアコン購入費助成事業 

２　対象世帯
台東区に住民登録があり、その住所に居住している次の全てに該当する世帯になります。
➀自宅にエアコンがない又は故障等により使用できるエアコンがない
②「令和7年度又は8年度の世帯員全員の住民税が非課税の世帯（＝低所得世帯）」
又は「生活保護を受給している世帯（＝生活保護受給世帯）」

３　対象製品
　　　壁や窓枠に設置するエアコン（建物構造上などの理由により設置が困難な場合は、移動式のエアコンでも可）

４　助成内容
　（１）助成額
１００，０００円を限度に助成（１台１回限り）
※「生活保護受給世帯」の「エアコン本体購入費」については、生活保護法の規定による基準額を上限とします。
【参考】　令和７年度の基準額は７３，０００円。令和８年度の基準額は改定される可能性があります。改定された場合は改めてお知らせします。

（２）対象となる費用
①エアコン本体購入費
②配送費
③設置費
④撤去費（設置に伴い、故障等により使用できないエアコンを撤去する場合に限る。）
⑤家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）に規定する収集運搬料金及び再商品化等に必要な行為に関する料金として要した費用

（３）対象外の費用
①エアコンを設置する住宅の居住者が設置工事を行った場合の当該工事に要した費用
②延長保証料
③電池等消耗品費

５　実施期間
　（１）相談（訪問調査予約）受付開始
　　　令和８年４月１日（水）～

　（２）申請期間
令和８年４月下旬～令和８年１０月３０日（金）

　（３）請求書類提出期限
令和８年１２月２８日（月）

６　連絡先
【低所得世帯】　　　　　保護課　生活困窮者支援担当　専用コールセンター
※専用コールセンターの電話番号は、４月以降に台東区公式ホーム
ページ（低所得世帯エアコン購入費助成事業のページ）でご確認ください。

【生活保護受給世帯】　　保護課　保護担当　０３（５２４６）１１８１
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